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  令和元年９月２日（１） 

開議 １０時００分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は、１２名であります。 

これより、令和元年第３回豊前市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日から９月２４日までの２３日間

といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって、会期は２３日間と決定いたしました。 

続きまして、日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、４番 郡司掛八千代議

員、１２番 爪丸裕和議員を指名いたします。 

日程第３ 諸般の報告をいたします。 

監査委員より、令和元年５月分から令和元年７月分までの出納例月検査の報告が届いてお

ります。各報告書につきましては、事務局に保管しておりますので、御了承を願います。  

以上で報告を終わります。 

日程第４ 議案の上程を行い、提案理由の説明を受けることにいたします。 

今定例会には、市長から、議案１４件、報告６件が提出されております。これらを一括上

程し議題といたします。 

市長に、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

○市長 後藤元秀君 

 皆さん、おはようございます。本日ここに、令和元年第３回豊前市議会定例会を招集い

たしましたところ、議員各位にはお忙しいなか、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。

誠にありがとうございます。 

 本議会に提案いたしました議案は、条例案件２件、その他の案件１件、予算案件１件、

決算案件１０件、報告案件６件の計２０件であります。 

それでは、議案の順序により説明申し上げます。 

議案第３４号は、豊前市印鑑条例の一部改正についてであります。住民基本台帳法施行

令等の一部改正に伴い、関係規定を整備するものであります。 

議案第３５号は、豊前市総合福祉センター設置及び管理運営に関する条例等の一部改正

についてであります。 
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 消費税法及び地方税法の一部改正等に伴い、１８件の条例における使用料等について、

関係規定を整備するものであります。 

議案第３６号は、工事請負契約の締結についてであります。豊前市２８０ＭＨｚ防災情

報システム防災ラジオ整備工事を施工するため、条件付一般競争入札により工事受注者を

定め、その者と工事請負契約を締結するに当たり、豊前市の議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、市議会の議決を求めるものであ

ります。 

議案第３７号は、令和元年度豊前市一般会計補正予算第２号についてであります。今回

の補正予算は、市政運営上、緊急に必要とされる経費等について、所要の措置をいたした

ところであります。その補正額は４０３４万円で、補正後の予算総額は１２９億２８８６

万１千円であります。 

歳出補正の概要について、御説明申し上げます。 

 ３款民生費に、５７３万７千円の補正であります。その主なものは、幼児教育・保育の

無償化に伴うシステム改修委託料５０６万３千円の補正であります。 

 ６款農林水産業費に、１０８５万３千円の補正であります。その主なものは、荒廃森林

整備事業に９４４万４千円の補正であります。 

８款土木費に、１１６３万４千円の補正であります。その主なものは、道路補修費に６

２５万円、一般単独事業に３００万円、公園管理費に２４９万円の補正であります。 

９款消防費に、被服費９０万円の補正であります。 

 １０款教育費に、３２１万６千円の補正であります。その主なものは、大西遺跡発掘調

査事業２２０万円の補正であります。 

 １１款災害復旧費に８００万円の補正であります。７月の豪雨災害による土木施設の復

旧にかかる費用であります。 

 この補正予算の財源は、歳出補正に伴う国庫支出金等の特定財源のほか、一般財源とし

て平成３０年度繰越金を措置いたしたところであります。 

議案第３８号から第４４号までは、平成３０年度の決算の認定に関する議案であります。 

 各会計の概要及び主要施策の成果等につきましては、別冊に記述のとおりでありますの

で、詳細の説明は省略させていただき、会計別の決算等について、その概要を申し上げま

す。 

 議案第３８号 豊前市一般会計の最終予算額は、１２１億７８６万５千円であります。こ

れに対し、歳入決算額は１１７億４９１６万４５０６円で、予算に対する収入率は９７．

０パーセント、歳出決算額は１１５億７４６０万８８８３円で、対予算の執行率は９５．

６パーセント、歳入歳出差引１億７４５５万５６２３円の形式黒字となっています。翌年

度への繰越財源１３８０万３千円を差引きした実質収支額は、１億６０７５万２６２３円
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の黒字決算となっています。 

 このうち１億円は、地方自治法第２３３条の２及び財政調整基金条例第２条第１項の規

定に基づき積立をいたしております。 

議案第３９号 豊前市国民健康保険事業特別会計の最終予算額は、３４億２７５７万３

千円であります。     

これに対し、歳入決算額は３１億２１５３万２７０３円で、予算に対する収入率は９１．

１パーセント、歳出決算額は３１億７０５１万６５６７円で、対予算の執行率は９２．５

パーセント、歳入歳出差引４８９８万３８６４円の歳入不足となっておりますので、翌年

度より繰上充用いたしております。 

議案第４０号 豊前市後期高齢者医療事業特別会計の最終予算額は、４億６８２３万７

千円であります。これに対し、歳入決算額は４億６８４２万９１０円で、予算に対する収

入率は１００パーセント、歳出決算額は、４億５２３４万６７００円で、対予算の執行率

は９６．６パーセント、歳入歳出差引１６０７万４２１０円の黒字で、翌年度繰越金とな

っています。 

議案第４１号 豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計の最終予算額は、１７９３万４

千円であります。これに対し、歳入決算額は２９９万５千円で、予算に対する収入率は１

６．７パーセント、歳出決算額は１７３５万３２３５円で、対予算の執行率は９６．８パ

ーセント、歳入歳出差引１４３５万８２３５円の歳入不足となっておりますので、翌年度

より繰上充用いたしております。 

議案第４２号 豊前市営駐車場事業特別会計の最終予算額は、１０７３万円であります。

これに対し、歳入決算額は１３６９万２１４０円で、予算に対する収入率は１２７．６パ

ーセント、歳出決算額は８８６万６３４９円で、対予算の執行率は８２．６パーセント、

歳入歳出差引４８２万５７９１円の黒字で、翌年度繰越金となっております。 

議案第４３号 豊前市バス事業特別会計の最終予算額は、５５６９万１千円であります。 

これに対し、歳入決算額は５５５９万６５７６円で、予算に対する収入率は９９．８パー

セント、歳出決算額は５５５９万６５７６円で対予算の執行率は、９９．８パーセントで

歳入歳出は同額となっております。 

議案第４４号 豊前市工業用地造成事業特別会計の最終予算額は、２０万円であります。

これに対し、歳入歳出決算額は、ともに０円です。 

 議案第４５号は、平成３０年度豊前市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てであります。 

 まず、剰余金の処分についてでありますが、平成３０年度豊前市水道事業会計の当年度

末未処分利益剰余金４９５５万７３１円のうち、平成２９年度に起債償還のために取崩し

た減債積立金２７６５万１３１８円を自己資本金に組み入れるものであります。 
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 続いて、平成３０年度豊前市水道事業会計決算は、収益的収支では、収入５億４４２９

万４０２２円に対し、支出５億４７４８万５２１７円であり、消費税を除いた当年度純損

失は１２２８万７４２２円であります。 

 また、資本的収支では、収入１億４３０５万９１６０円に対し、支出２億２２５９万３

２４０円であり、差引き７９５３万４０８０円の不足が生じておりますが、この不足額に

つきましては、当年度分消費税資本的収支調整額４７４万９１５２円、過年度分損益勘定

留保資金６９７８万２０６７円、当年度分損益勘定留保資金５００万２８６１円で補てん

したところであります。 

 事業面では、配水管布設工事、老朽管布設替工事等、２２工事で工事延長１８９８．６

メートルを実施いたしました。また、第８期拡張事業につきましては、４工事で工事延長

３０３メートルを実施しました。今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力を

してまいる所存であります。 

 議案第４６号 豊前市下水道事業会計の平成３０年度決算は、収益的収支では、収入４億

６７３５万４０９２円に対し、支出４億９６４６万７０９４円であり、消費税を除いた当

年度純損失は、３７８３万６５２８円であります。 

 また、資本的収支では、収入１億７９１５万５２００円、うち３１０万９千円は、翌年

度繰越の財源に充当する額に対し、支出４億２９８０万２６５４円であり、差引き２億５

３７５万６４５４円の不足が生じておりますが、この不足額につきましては、過年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額４３８万６４９１円、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額３４７万７２６６円、過年度分損益勘定留保資金２億１７４２万７６

９７円、繰越工事資金２８４６万５千円で補てんしたところであります。事業面では、汚

水管渠布設等１４工事、工事延長１６５９．８メートルを実施いたしております。 

 平成３０年度より農業集落排水事業を統合することにより、経営の効率化を図りました。

今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力をしてまいる所存であります。 

議案第４７号 豊前市東部地区工業用水道事業会計の平成３０年度決算は、収益的収支

では、収入２５９９万１７５９円に対し、支出２６０７万３０３７円であります。消費税

を除いた当年度純損失は、８万１２７８円であり、また、資本的収支は、収入支出同額の

４６９万９２７８円であります。 

報告第３号 平成３０年度豊前市の財政の健全化判断比率について、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて報告す

るものであります。健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費

比率及び将来負担比率は、いずれも国の早期健全化基準を大きく下回っております。 

報告第４号は、平成３０年度豊前市工業用地造成事業特別会計の資金不足比率について、

報告第５号は、平成３０年度豊前市水道事業会計の資金不足比率について、報告第６号は、
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平成３０年度豊前市下水道事業会計の資金不足比率について、報告第７号は、平成３０年

度豊前市東部地区工業用水道事業会計の資金不足比率についてであります。 

 各会計の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第

１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて報告するものであります。 

 各会計における資金不足比率については、資金不足を生じた会計がないため、いずれも

経営健全化基準に該当いたしておりません。 

報告第８号は、豊前市土地開発公社の平成３０年度事業及び決算並びに令和元年度事業

計画及び予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告するものであ

ります。 

以上、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、いずれの議案も市政運営上、

緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には、慎重に御審議の上、すみやかに御議

決下さいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。  

○議長 磯永優二君 

 以上で、議案の上程、並びに提案理由の説明を終わります。 

次に、今定例会に提案されております、決算認定案件に関し、監査委員に審査の概要に

ついて報告を求めます。 

初山監査委員。 

〇監査委員 初山吉治君 

 それでは、平成３０年度一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算審査の結果を御報

告いたします。 

 地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、市長から審査に付されました、各会計

の決算書、及び法令で定められました付属書類、並びに基金の運用状況に関する調書等の

審査を行いました。なお、審査意見書は平田監査委員と合議のもと作成いたしたところで

す。 

 審査は、各会計の決算書及び付属書類の合規性及び計数の正確性、並びに決算収支の状

況等に主眼を置き、関係帳簿との照合、点検、あるいは内容等の検討を行いました。併せ

て、必要に応じ関係職員から説明を聴取いたしたところです。 

審査の結果につきましては、各決算書は、関係法令に準拠して作成されており、決算の

計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、適正と認められました。予算の執行も、

所期の目的に従って、概ね適正に執行されているものと認められました。 

詳細については省略させていただきますが、平成３０年度の収支状況は、住宅新築資金

等貸付事業会計に続き、国保会計で赤字決算となりました。 

御承知のように、国保会計につきましては、制度の安定的な運営を目指すということで、

平成３０年度から福岡県が財政運営の責任主体へと変更になりました。しかしながら結果
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は、皮肉にも実質収支で約５千万円、実質単年度収支で約８千万円の赤字となっておりま

す。いろいろな構造的な問題を抱えているかと思いますが、早急に県等との協議のうえ、

問題解決を図っていただきたいと考えています。 

次に、普通会計の収支でありますが、単年度収支で約１億円の黒字ではありますが、財

政の弾力性を測定する経常収支比率は、前年度より２．３ポイント悪化し、９８．７パー

セントであります。財政の硬直化が一段と進んでおります。市に入ってくるお金、税と一

般財源ですが、お金は限られております。入ってくる以上のお金は使えません。前にも申

し上げましたが、これを歳入・身の丈の行政運営と言います。 

今後、特に庁舎をはじめとする老朽化した公共施設の維持管理に多額の経費が見込まれ

ます。常に事務事業の点検、見直しを行い、市民サービスの低下を招くことなく、限られ

た予算の効率的、効果的な執行に努められたいと思います。 

歳入予算の各財源につきましても、その早期収納確保を図るとともに、特に自主財源の

大宗をなす市税については、実効性のある収納対策を講じ、徴収率の向上に努めていただ

きたいと思います。 

次に、公営企業会計でありますが、平成３０年度から農業集落排水事業が公共下水道会

計に統合され三つの企業会計となりました。しかし、いずれの会計も営業収支は赤字であ

ります。一般会計から多額の補助金を繰り入れをしており、非常に厳しい経営を強いられ

ています。 

 今年度からし尿の公共下水へのつなぎ込みにより、料金収入の増が期待され、企業会計

の財政は、少しは改善されるかと思いますが、その分、一般会計の負担は大きくなります。

広域連携を早急に実現させる必要があろうかと考えます。 

厳しい時代ではありますが、執行部におかれましては、今後とも効率的な行財政運営に

努めるとともに、内部統制機能の強化を図り、市民の期待と信頼に応えられるよう、施策

の展開をお願いするものであります。 

以上、簡単ですが、審査の結果とさせていただきます。 

○議長 磯永優二君 

 以上で、初山監査委員の報告を終わります。 

 日程第５ 議案に対する質疑、及び議案の委員会付託を行います。 

これより、質疑に入ります。 

議案第３５号、議案第３６号に対して、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これをもって、質疑を終わります。 

ただいま議題となっております、各議案に対しましては、議案第３５号は文教厚生委員会、

議案第３６号は総務委員会へ付託いたします。 
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ここで議事運営上、暫時休憩をいたします。 

なお、休憩中に文教厚生委員会、総務委員会の順に開催をお願いいたします。 

それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 １０時２６分 

再開 １１時０８分 

○議長 磯永優二君 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

委員長に付託案件に対する審査の経過、並びに結果についての報告を求めます。 

はじめに、文教厚生委員長。 

○７番 福井昌文君 

 おはようございます。それでは、文教厚生委員会からの報告をいたします。先ほど休憩

中に、文教厚生委員会を開催いたしました。 

議案第３５号 豊前市総合福祉センター設置及び管理運営に関する条例等の一部改正に

ついては、６月議会に続いての審議でありました。執行部より、前回の指摘を踏まえた説

明でありました。 

慎重審議の結果、出席委員、全会一致で可決をいたしました。以上で報告を終わります。 

○議長 磯永優二君 

 続きまして、総務委員長。 

○１０番 古川哲也君 

 それでは、総務委員会から報告をいたします。先ほど休憩中において、委員、全員出席

のもと、総務委員会を開会いたしました。 

 付託された案件は、議案第３６号 工事請負契約の締結についてであります。今年度、防

災ラジオを整備するに当たって、２８０ＭＨｚの防災情報システム防災ラジオ整備工事に

ついての工事請負契約についてであります。総額、契約金額は１億６２８９万６４００円

であります。 

慎重審議の結果、全会一致で可決であります。以上、報告を終わります。 

○議長 磯永優二君 

 以上で、両委員長の報告を終わります。 

これより、議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これをもって、質疑を終わります。 

これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これをもって、討論を終わります。 
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これより、採決に入ります。 

 日程第６ 議案第３５号、日程第７ 議案第３６号を一括採決いたします。 

各議案に対する委員長報告は、可決であります。本案２件を委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって、本案２件は、原案のとおり可決されました。 

 日程第８ 決算特別委員会の設置について、を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会に提出されました、議案第３８号 平成３０年度豊前市一般会計歳入歳出決算の認

定については、委員８人をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託のうえ、

審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって本件については、そのように決定いたしました。 

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、１番 為藤直美議員、２番 内丸伸一議員、３番 秋成英人議員、 

４番 郡司掛八千代議員、５番 黒江哲文議員、７番 福井昌文議員、８番 鎌田晃二議員、

１０番 古川哲也議員、以上８名を指名いたします。 

 決算特別委員会の委員の皆さんは、本会議終了後、第１委員会室にお集まりいただき、

正副委員長の互選を行うようお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

なお一般質問は、９月９日から１１日までの３日間を予定しております。なお議案に対す

る質疑は、一般質問後に行います。 

一般質問、並びに議案に対する質疑がある方は、本日午後５時までに発言通告書の提出

をお願いいたします。発言の順序は、通告書提出の順序といたしますが、議事運営上、変

更することもありますので御了承ください。 

 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 

皆さん、お疲れ様でした。 

散会 １１時１４分 


